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三

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

大
里

区
画
整
理
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金

（
農
地
整
備
事
業
））

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

吉
田
中
部
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
三
年
九
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
御
前
浜
字
大
石
角
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
女
川
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
十
二
神
八
番
一
七
地
先
か
ら

同
郡
同
町
浦
宿
浜
字
十
二
神
六
〇
番
三
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

九
月
三
十
日

�

午
後
三
時

公

告

〇
宮
城
県
の
任
用
、
給
与
、
勤
務
条
件
等
の
人
事
行
政
運
営
の
全
般
を
明
ら
か
に
し
、
人
事
行
政
に
お
け
る
公
正
性
及

び
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
二

十
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
宮
城
県
の
令
和
二
年
度
に
お
け
る
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況
及
び
人
事
委
員
会
の

業
務
の
状
況
に
つ
い
て
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
上
余
田
字
西
田
九
十
五
番
九
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
太
白
区
四
丁
目
三
番
五
号　

エ
ン
ト
ピ
ア
二
〇

二

�

今
野　

哲
也　
　
　
　
　
　
　
　

　

仙
台
市
太
白
区
四
丁
目
三
番
五
号　

エ
ン
ト
ピ
ア
二
〇

二

�

今
野　

さ
や
か　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

ズ
バ
ッ
と
言
う
た
。

伊
藤　

優
太

伊
藤　

優
太

仙
台
市
青
葉
区
高
松
一－

一
一－

二

令
和
三
年

�

八
月
二
十
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

菅
原
ゆ
う
き
後
援
会

佐
藤
ひ
ろ
子

代

表

者

の

氏

名

佐
藤
ひ
ろ
子

熊
谷　

幸
雄

令
和
三
年

�

八
月
二
十
三
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

く
ろ
か
わ
支
部

佐
々
木
久
夫

代

表

者

の

氏

名

佐
々
木
久
夫

大
川　

明
雄

令
和
三
年

�

五
月
二
十
五
日

　

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

近
藤　
　

茂

佐
々
木
久
夫

　

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

玉
造
支
部

舘
股　

秀
隆

会
計
責
任
者

の

氏

名

坪
田　

豊
子

中
鉢　

若
子

令
和
三
年

�

五
月
二
十
二
日

宮
城
県
税
理
士
政
治
連

盟

武
田　

孫
市

代

表

者

の

氏

名

武
田　

孫
市

福
田　
　

治

令
和
三
年

�

七
月
二
十
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
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�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

仙
台
生
ま
れ
仙
台
育
ち
現
役
３
４
世
代
と
進
む
子
育
て
福
祉
政

策
の
た
め
に
し
が
ら
み
打
破
へ
！
突
破
す
る
力
を
育
む
ま
っ
す

ぐ
無
所
属
の
会

庄
司　

一
美

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
三
十
一
年
分
（
令
和
元
年
分
）
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
令

和
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
令

和
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

仙
台
生
ま
れ
仙
台
育
ち
現
役
３
４
世
代
と
進
む
子
育
て
福
祉
政
策
の
た
め
に
し
が
ら
み
打
破
へ
！
突
破
す
る
力
を

育
む
ま
っ
す
ぐ
無
所
属
の
会

報
告
年
月
日
　
３
.�８
.�27（

３
.�３
.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

仙
台
生
ま
れ
仙
台
育
ち
現
役
３
４
世
代
と
進
む
子
育
て
福
祉
政
策
の
た
め
に
し
が
ら
み
打
破
へ
！
突
破
す
る
力
を

育
む
ま
っ
す
ぐ
無
所
属
の
会

報
告
年
月
日
　
３
.�８
.�27（

３
.�３
.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

仙
台
生
ま
れ
仙
台
育
ち
現
役
３
４
世
代
と
進
む
子
育
て
福
祉
政
策
の
た
め
に
し
が
ら
み
打
破
へ
！
突
破
す
る
力
を

育
む
ま
っ
す
ぐ
無
所
属
の
会

報
告
年
月
日
　
３
.�８
.�27（

３
.�３
.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0


